
 

別 紙 １ 
保 険 薬 局 及 び 保 険 薬 剤 師 療 養 担 当 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 厚 生 省 令 第 十 六 号 ） 

【 医 療 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 一 条 第 二 項 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 令 和 八 年 四 月 一 日 ） 施 行 】 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

（ 健 康 保 険 事 業 の 健 全 な 運 営 の 確 保 ） 

第 二 条 の 三 保 険 薬 局 は 、 そ の 担 当 す る 療 養 の 給 付 に 関 し 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 行 為 を 行 つ て は な ら な い 。 

一 保 険 医 療 機 関 若 し く は 医 療 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号

） 第 二 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る オ ン ラ イ ン 診 療 受 診 施 設 （ 以 下

「 オ ン ラ イ ン 診 療 受 診 施 設 」 と い う 。 ） （ 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が

定 め る 要 件 に 該 当 す る も の を 除 く 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。

） と 一 体 的 な 構 造 と し 、 又 は 保 険 医 療 機 関 若 し く は オ ン ラ イ ン

診 療 受 診 施 設 と 一 体 的 な 経 営 を 行 う こ と 。 

二 保 険 医 療 機 関 若 し く は 保 険 医 又 は オ ン ラ イ ン 診 療 受 診 施 設 に

対 し 、 患 者 に 対 し て 特 定 の 保 険 薬 局 に お い て 調 剤 を 受 け る べ き

旨 の 指 示 等 を 行 う こ と の 対 償 と し て 、 金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利

益 を 供 与 す る こ と 。 

２ （ 略 ） 

（ 健 康 保 険 事 業 の 健 全 な 運 営 の 確 保 ） 

第 二 条 の 三 保 険 薬 局 は 、 そ の 担 当 す る 療 養 の 給 付 に 関 し 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 行 為 を 行 つ て は な ら な い 。 

一 保 険 医 療 機 関 と 一 体 的 な 構 造 と し 、 又 は 保 険 医 療 機 関 と 一 体

的 な 経 営 を 行 う こ と 

 

 

 

 

二 保 険 医 療 機 関 又 は 保 険 医 に 対 し 、 患 者 に 対 し て 特 定 の 保 険 薬

局 に お い て 調 剤 を 受 け る べ き 旨 の 指 示 等 を 行 う こ と の 対 償 と し

て 、 金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 を 供 与 す る こ と 。 

 

２ （ 略 ） 

  



 

保 険 医 療 機 関 及 び 保 険 医 療 養 担 当 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 厚 生 省 令 第 十 五 号 ） 
【 医 療 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 一 条 第 二 項 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 令 和 八 年 四 月 一 日 ） 施 行 】 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 
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第 二 章 ・ 第 三 章 （ 略 ） 

附 則 

 

（ 法 第 七 十 条 の 二 第 一 項 第 二 号 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 要 件 ） 

第 十 一 条 の 四 法 第 七 十 条 の 二 第 一 項 第 二 号 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め

る 要 件 は 、 医 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 第 十 六 条 の 二

第 一 項 の 規 定 に よ る 臨 床 研 修 又 は 歯 科 医 師 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律

第 二 百 二 号 ） 第 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 臨 床 研 修 を 修 了 し

た 者 で あ つ て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と す る 。 

一 保 険 医 療 機 関 （ 医 師 の 場 合 は 、 病 院 に 限 る 。 ） に お い て 保 険

医 と し て 三 年 以 上 診 療 に 従 事 し た 経 験 の あ る 者 で あ る こ と 。 

二 法 第 六 十 三 条 第 三 項 第 二 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 病 院 又 は 診 療

所 （ 医 師 の 場 合 は 、 病 院 に 限 る 。 ） に お い て 三 年 以 上 診 療 に 従

事 し た 経 験 の あ る 者 で あ る こ と 。 

三 医 療 法 第 三 十 条 の 二 十 三 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 計 画 の 適 用

を 受 け 、 現 に 当 該 計 画 に 基 づ き 診 療 に 従 事 し て い る 者 又 は 当 該

計 画 の 適 用 後 三 年 以 内 の 者 で あ る こ と 。 

四 一 般 社 団 法 人 日 本 専 門 医 機 構 が 認 定 す る 基 本 領 域 の 専 門 医 の

資 格 を 持 つ 者 そ の 他 こ れ に 準 ず る 者 で あ る こ と 。 

五 矯 正 医 官 、 医 師 又 は 歯 科 医 師 で あ る 自 衛 官 そ の 他 の 公 務 員 と

し て 五 年 以 上 勤 務 し た 経 験 の あ る 者 で あ る こ と 。 

六 第 一 号 、 第 二 号 又 は 前 号 の 要 件 の う ち い ず れ か の 要 件 に 係 る

期 間 の 合 計 が 五 年 を 超 え る 者 で あ る こ と 。 
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（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

七 緊 急 に 保 険 医 療 機 関 の 管 理 者 の 地 位 を 承 継 す る 者 そ の 他 や む

を 得 な い 事 由 が あ る 者 で あ る こ と 。 

 

（ 保 険 医 療 機 関 の 管 理 者 の 責 務 ） 
第 十 一 条 の 五 保 険 医 療 機 関 の 管 理 者 は 、 法 第 七 十 条 の 二 第 二 項 に

規 定 す る 責 務 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 責 務 を 果 た さ な け れ ば な ら な い

。   

一 当 該 保 険 医 療 機 関 に 勤 務 す る 保 険 医 が 第 二 章 に 定 め る 保 険 医

の 診 療 方 針 等 を 遵 守 す る よ う 監 督 す る こ と 。 

二 当 該 保 険 医 療 機 関 に お け る 療 養 の 給 付 に 関 す る 厚 生 労 働 大 臣

又 は 地 方 厚 生 局 長 若 し く は 地 方 厚 生 支 局 長 に 対 す る 申 請 、 届 出

等 に 係 る 手 続 及 び 療 養 の 給 付 に 関 す る 費 用 の 請 求 に 係 る 手 続 が

適 正 に 行 わ れ る よ う 監 督 す る こ と 。 

三 当 該 保 険 医 療 機 関 に お け る 診 療 録 の 記 載 及 び 整 備 並 び に 療 養

の 給 付 の 担 当 に 関 す る 帳 簿 及 び 書 類 そ の 他 の 記 録 の 保 存 が 適 正

に 行 わ れ る よ う 監 督 す る こ と 。 

四 当 該 保 険 医 療 機 関 に 勤 務 す る 医 師 、 歯 科 医 師 、 薬 剤 師 そ の 他

の 従 業 者 の 連 携 を 図 る と と も に 、 地 域 の 病 院 若 し く は 診 療 所 そ

の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 と の 連

携 を 図 る こ と 。 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 

 

 


